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予 算 額
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（新規・拡充）19,726

（仮称）新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例を制定します！
～誰もが移動しやすく、利用しやすく、わかりやすいまちに～

● 区・区民・施設所有者等が、相互に連携して意識啓発に取り組むとと

もに、建築等の計画の早い段階からの事前協議制度や工事完了報告制

度を創設します。

● 整備基準を分かりやすく示した施設整備マニュアルを作成します。

● 区の附属機関として、学識経験者・区民・地域団体の構成員・事業者

からなる、ユニバーサルデザインまちづくり審議会を設置します。

施設の

計画
事前協議 届出 工事の完了報告

（建築確認）

工事
使用

開始

■ 令和２年２月 第１回区議会定例会へ条例案を上程
■ 令和２年４月１日 条例一部施行（意識啓発、審議会など）

■ 令和２年８月 施設整備マニュアルの作成
■ 令和２年10月１日 条例全部施行（事前協議、届出、工事の完了報告など）

今後のスケジュール

（仮称）新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例の概要

■ ユニバーサルデザインまちづくりガイドライン等に基づき、建築物や道路、公

園等の都市施設に関して、質の高い都市空間の創出に取り組んでいます。

■ この取組を一層進めていくためには、区、区民、施設所有者等が一体となって

ユニバーサルデザインまちづくりを推進していくことが必要です。

主な取組の内容

条例の目的と定義

ユニバーサルデザインまちづくりの施策の推進

イメージキャラクター

”ユーディ“

誰にも優しいまちづくりを推進していきます！

※踊り場まで続く階段

の手すり等を設置

都市施設がより利用しやす

くなるよう事前に協議する

制度を導入します！

※段にある手すりの端

部に点字案内を設置

【目的】
区、区民、施設所有者等が協力・連携して、全ての人が円滑に利用することができるまちづくり
を推進することで、年齢、性別、国籍、個人の能力等によって分け隔てられることなく共生する

社会の実現を目指します。

【定義】
〇ユニバーサルデザインまちづくり

都市施設に関し、全ての人が安全で、安心して、快適に暮らし、又は訪れることができる
まちの実現を図るための取組とします。

〇都市施設 建築物、道路、公園、公共交通施設等の施設とします。

〇施設所有者等 都市施設を所有・管理、新設・改修をしようとする者とします。

〇整備基準 ユニバーサルデザインまちづくりに関し、施設所有者等の判断の基準となる

べきものとします。

【意識啓発等】
区、区民、施設所有者等は、相互に連携して、ユニバーサルデザインま
ちづくりに係る意識を啓発するとともに、総合的かつ効果的にユニバー

サルデザインまちづくりを推進するよう努めるものとします。

【都市施設の整備】
〇事前協議
特定都市施設のうち一定の種類、規模のものを新設又は改修しよう

とする場合は、整備基準への適合に関して、あらかじめ区との協議
を行っていただきます。

〇届出
特定都市施設を新設又は改修しようとする場合は、設計内容の整備

基準への適合に関して、区に届出を提出していただきます。

〇工事の完了報告
特定都市施設の新設又は改修等に係る工事が完了したときは、整備

基準への適合状況に関して、速やかに区に報告していただきます。

〇整備基準適合証の交付

都市施設が整備基準に適合しているときは整備基準適合証を交付し

ます。


